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別紙

契約制度研究会開催要綱

（趣旨）

第１ 防衛省の所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需

品（以下「装備品等」という。）並びに役務の調達に関し、防衛省及び

契約の相手方等における効率性の向上、公正性及び透明性の確保等を図

るため、会計、流通・マーケティング、企業法務、公共調達等様々な観

点から契約の条件を討議し、もって契約制度を改善し、及び新しい契約

制度の策定に資するため、契約制度研究会（以下「研究会」という。）

を開催する。

（構成）

第２ 研究会は、防衛装備庁長官が依頼する部外の有識者をもって構成す

る。

２ 研究会に会長を置き、構成員の互選により選任する。

３ 研究会に会長代理一人を置く。

４ 会長代理は、構成員のうちから、会長が指名する。

５ 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

６ 研究会は、その定めるところにより、作業部会を置くことができる。

（討議事項）

第３ 研究会では、防衛省の所掌事務に係る装備品等及び役務の調達に関

し、防衛省及び契約の相手方等における効率性の向上、公正性及び透明

性の確保等を図るための契約制度の改善及び新たな契約制度の策定に資

するため、討議を行う。

（運営）

第４ 研究会は、防衛装備庁長官の要請により会長が招集する。

２ 会長は、必要に応じ研究会の討議を整理し、防衛装備庁長官に報告す

る。

（関係者の出席）



第５ 会長は、必要があると認めるときは、関係者を研究会に出席させ、

意見を述べさせることができる。

（庶務）

第６ 研究会の庶務は、防衛装備庁調達管理部調達企画課の協力を得て同

庁装備政策部装備政策課において処理する。

（雑則）

第７ この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、

会長が定める。

附則（平成２７年１０月１日防官文（事）第１８号）

この要綱は、平成２２年６月４日から施行する。

附則（令和２年３月３１日防装庁（事）第１６２号）

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。


